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原告 らは、本書面において、婚姻や氏 にかかる社会的状況及び意識の変

化について論 じる。なお、用語 については訴状記載の 「出各語表」に従 う。
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第 1 は じめ に

1947(昭 和 22)年 に夫婦 同氏 制 度 を定 め る民法 750条 が成

立 して か ら現 在 まで に 77年 間 が過 ぎ、婚 姻 。家族 の形態 や 家族 の在

り方 に対 す る国 民 の意識 は大 き く変 化 した。

そ の ことは、婚外子 法 定相続 分 差別 違 憲大 法廷 決定 が既 に、「平 成期

に入 つた後 にお いて は、 いわ ゆ る晩婚化 、非婚化 、少子 化 が進 み 、 こ

れ に伴 って 中高年 の未婚 の子 ど もがそ の親 と同居す る世 帯 や 単独 世帯

が増加 して い る と ともに、離婚 件 数 、特 に未成年 の子 を持 つ 夫婦 の離

婚 件数 及 び 再婚 件数 も増加 す るな ど して い る。 これ らの こ とか ら、婚

姻 、家族 の形態 が著 しく多様化 して お り、 これ に伴 い、婚 姻 、家族 の

在 り方 に対 す る国 民 の意識 の多様 化 が大 き く進 んで い る こ とが指 摘 さ

れ て い る。」 と判 示 した とお りで あ る。

訴状 第 5の 4(6)に お いて概 要 を記 載 した とお り、夫 婦 と氏 との

関係 につ いて も、社 会 的状況や 国 民 の意 識 は刻 々 と変化 して い る。以

下 、詳述 す る。

第 2 社会的状況の変化 と氏 を維持す る必要性の高まり

1 晩婚化 と再婚割合の増加

近年、男女 ともに晩婚化が進み、2022(令 和 4)年 における平均

初婚年齢は男性 31.1歳 、女性 29,7歳 (甲 A6の 10厚 生労働省

人 口動態統計)と なった。特に女性の晩婚化は、 1947(昭 和 22)

年の 22.9歳 と比較すると顕著である 【1】 。晩婚化が進むほど、婚姻

11920年 以降 の「全婚 姻―初婚別 にみた年次別夫妻 の平均婚姻年齢及 び夫妻 の年

齢差」 について は、下記 の政府統計 のポー タルサ イ トに掲載 されて い る。

https://www.e― stat.go.jp/dbview?sid=0003411844
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前 の氏 によ って 築 いた実績・信用 。キ ャ リアは大 き くな り、婚 姻 前 の氏

を維 持 す る必 要 性 は高 くな る。

また、再婚 の割 合 も増 加 して い る。 2022(令 和 4)年 にお いて 、

いずれ か一方 が 再婚 で あ る婚 姻 は 79,603組 で あ リタ昏姻 全体 の 15,

8%、 双方 が 再婚 で あ る婚 姻 は 47,523組 で あ り婚 姻 全体 の 9,4%、

合 計す る と婚 姻 全体 の 25。 2%、 約 4分 の 1を 占め る (甲 A6の 2・

厚 生労働 省 人 口動 態統 計 )。

以下 は、夫婦 と も再婚 又 は どち らか 一方 が再婚 で ある件 数 が 、婿 姻総

数 に 占め る割 合 の変 遷 の グ ラフで あ る (甲 A6の 2を 基 に原 告 ら代 理 人

が作 成 )。 1960(昭 和 35)年 代 には 10%程 度 で あ った ものの、

そ の後 次第 に上 昇 し、近年 で は 25%を 越 え るに至 り、 2021(令 和

3)年 で 26%、 2022(令 和 4)年 で 25.2%で あ る。

(厚 労省 「人 口動 態統 計」 よ り作 成 )
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再婚 で は 、前婚 で氏 を変 更 しな か った配偶 者 に とって は もち ろん、前

婚 で氏 を変 更 した ものの婚 姻 前 の氏 を通 称 使 用 して いた配 偶 者 に とっ

て も、初婚 同士 よ りも、婚 姻 前 の氏 の使 用期 間が長 く、そ れ によ って築

いた実績 。信 用 。キ ャ リアが大 き い こ とが多 い。加 えて 、自身 の子 を連

れ て再婚 す る場合 は、自身 の問題 だ けで はな く、子 のた め に、再婚 前 の

氏 の維 持 を希 望 す る者 も多 い。

2 婚姻・ 出産後 も就労を継統する女性の増加

(1)女 性就業率の増加

1975(昭 和 50)年 以降、女性 の就業率は上昇を続けている。

同年の女性の生産年齢人口 (15～ 64歳 )に 占める就業率 (以 下「女

性就業率」という。)の 割合は 48.8%で あったが、2023(令 和

5)年 は 73.3%に まで上昇 している (甲 A44・ 総務省統計局「労

働力調査」)。

女性の生産年齢人口にしめる就業率の推不夕♪
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一

生産年占3人口にしめる女性就案率の推移

(総 務省統 計 局 「労働 力調査」 よ り作 成 )

6



婚姻 の機 会 が多 い と考 え られ る年 齢 層 につ いて み る と、2023(令

和 5)年 にお いて 、 25～ 34歳 の女 性就 業 率 は 82.5%、 35～ 4

4歳 の女性 就 業 率 は 79。 2%で あ り、実 に 8割 もの女 性 が就 業 して い

る実態 が 明 らか とな って い る (甲 A44・ 総 務省統 計局「労働 力調査」)

(2)婚 姻 。出産 。育 児 のた め に離職 す る者 の減 少

一方 、婚 姻・出産・育児 のた め に離職 す る人 は、2000(平 成 12)

年 頃か ら減 少傾 向 にあ る (甲 A45・ 過去 1年 間 に離職 した者 の うち前

職 の離職 理 由が結 婚・ 出産・育児 のた め の者 (総 務省統 計 局 「労働 力調

査 特別 調査 」 及 び 同局 「労働 力調査 (詳 細 集 計 )」 よ り作 成 ))。 そ の人

数 は、 2000(平 成 12)年 には 48万 人で あ ったが、 2022(令

和 4)年 には 19万 人 まで低 下 して い る。

このよ うな推移・傾 向 は、女性就 業 率 の増 加 や 、後述 す る共働 き世帯

の増 加 と、表 裏 の 関係 にあ る。

過去1年間に離職した者のうち、

前職の退職理由が結婚'出産a育児のための者

万
人

(1988年 か ら 2001年 は総務省統計局「労働力調査特別調査」(各年 2月 )、

2002年以降は総務省統計局 「労働力調査 (詳 細集計 )」 (年 平均)よ り作成 )
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(3)共 働 き世 帯 の増 加

1997(平 成 9)年 には、共 働 き世帯 数 が 専業主婦 世帯数 を上 回 り、

2023(令 和 5)年 には、専 業 主婦 世帯 が 517万 世帯 で あ るの に対

し、共働 き世帯 は倍以 上 の 1278万 世帯 とな った (甲 A46・ 表  専

業主婦 世帯 と共働 き世帯 (総 務 省統 計 局 「労働 力調査特別 調 査」及 び 同

局 「労働 力調 査 (詳 細集 計 )」 よ り作 成 ))。

この変 化 は、共 働 き世帯数 と専業 主婦 世帯 数 の推移 グ ラフ を見 れ ばな

お 明 らか で あ る。

図12 専業主婦世帯と共働き世帯
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‐
ltt f労 働力調査 (詳細集討)J

注l 「専業主婦世柑,は、大が非農林業療用者で妻が非就業者 (非 労働力人口及び完全失業者)の世柑。

2018年 以降は大が夢卜農林業駆用著で妻が非就業者 (非労働力人IJ及 び失業者)で
',世

TFr

i,2 「共働き世雑」は、夫婦ともに非農林業願用者の世帯。

|13 20H年は岩手県、常城県及び栴島県を除く全国の楠十果。

注4 2018年～2021年 は2020年 固勢調査基準のベンチマーク人|】 に基づく時系列l妄統用数れ竜.

(労 働 政策研 究・ 研 修 機 構 (HLPT)の ホ ー ムペ ー ジよ り)
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(4)小 括

女 性 の就 業 率 は増 え続 けて い る。婚 姻 や 出産・育 児 とい つたイ ベ ン ト

によ って離 職 す る女 性 は減 り、現 在 に至 って は、共働 き世帯 が専業主婦

世帯 の倍以 上 を 占め るに至 って い る。夕昏姻 後 も就 業 を続 け る者 が増 え、

婚 姻 後 も同 じ氏 を継続す る必 要 性 は、 ます ます高 ま って い る。

3 女 性 役員・ 管 理職 の増 加

(1)女 性 役員 の増加

政府 は、「女 性活 躍 。男女 共 同参 画 の重 点方針 2023(女 性 版骨太

の方 針 2023)」 にお いて 、 日本 経 済 の今後 の成長 のた め に、企 業 に

お け る女性 アュk用 を加 速化 させ る ことは、まさ に喫緊 の課 題 で ある と して、

プ ライ ム市 場 上場企 業 に対 して 、2025年 を 目途 に、女 性 役員 を 1名

以 上選 任 す るよ う取 り組 む ほか 、2030年 まで の女 性 役員 率 30%以

上 を 目指す方 針 を掲 げた (甲 A47・ 「女 性活躍 。男 女 共 同参画 の重点

方 針 2023(女 性 版骨太 の方 針 2023)」 2頁 )。

こう した方 針 は、 2024(令 和 6)年 の政府 の重 点方 針 に も引き継

が れ 、 中間 目標 と して、「東証 プ ライ ム市場 上場企 業 役員 に 占め る女性

の割 合 を 2025年 まで に 19%」 との 目標 が加 わ って い る (甲 A48・

「女性 活躍 。男女 共 同参画 の重 点方 針 2024(女 性 版骨太 の方 針 20

24)」 2頁 )。

こう した方 針 を受 け、あ るい は企 業価 値 の維持 向上 のた め に も、企業

は積 微 的 に女 性 役員 の増加 に取 り組 んで い る。 2024(令 和 6)年 、

日本取 締 役協 会 は、「コー ポ レー ト・ ガバ ナ ンス の強化 のた め には、女

性 の社 会進 出、取 り分 け、経 営 の意 思 決 定 を担 う取締 役や 経 営 幹部 にな

る女 性 の比率 を高 め る ことが強 く望 まれ る。」 (甲 A49・ 「異 な る選 択
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を許 容 し尊 重 す る社会 の実現 に向 けて」2024年 7月 3日 )と 提言 し

て い る。

実 際 に も、日本 経済 新 聞社 が 、 2023年 度 (2023年 4月 期 か ら

2024年 3月 期 )の 有価 証券 報 告書 を集 計 した と ころ、東証 プ ライ ム

上場企 業 1628社 の うち、女 性 役員 がゼ ロの企 業 は 69社 と全体 の 4

2%と な ってお り、前年 度 の 146社 (9,0%)か ら半減 した (甲 A

50・ 日本経 済新 聞 2024年 8月 19日 )。 女 性 役員 の増加 の動 き は

急 速 に進 んで いる。

(2)女 性 管 理職 の増加

女 性 就 業 率 の増 加 とと もに、管 理職 に ある女 性 数 も増 加傾 向 にあ る。

企 業 規模 100人 以 上 (2020(令 和 2)年 以 降 は企 業規模 10人

以 上 )の 会社 にお け る管 理職 に 占め る女 性割 合 は、統 計 を取 り始 めた 1

985(昭 和 60)年 に は、部 長級 1.0%、 課 長級 1,6%、 係 長級

3.9%だ ったが 、 2023(令 和 5)年 には、部 長級 9.9%、 課 長

級 14.1%、 係長級 24.7%に まで増加 した (甲 A51・ 厚 労省「賃

金 構造 基 本統 計調 査」)。
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管理職 に占める支性割合の推移
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(厚 労省 「賃金構 造基 本 統 計調 査」 よ り作 成 )

(3)経 済 界か らの要 請

こう した動 き を受 け、 2024(令 和 6)年 1月 、 日本経済 団体 連 合

会 (以 下 「経 団連 」 とい う。)は 、加藤鮎子 。女 性活 躍担 当相 との懇 談

会 で 、初 めて 政府 に対 して選 択 的夫婦別氏 制 度 の導 入 を要望 す る に至 っ

た。続 いて、 同年 2月 に は、十倉 雅和会 長 (住 友化 学会長 )が 、「一丁

目一番 地 と してぜ ひ進 め て いた だ きた い」と経 団連 会 長 として初 めて公

的な場 で制度導入 を求 め る発 言 を した ほか 、同年 3月 には、経 済 同友 会

の 田代 桂子 副 代表 幹事 (大 和 証 券 グル ー プ本 社 副 社 長 )ら が法 務省 を訪

れ 、選 択 的夫婦 別氏 制度 の導 入 を求 め る要望 書 を手渡 した (以 上 につ き、

甲A52・ 朝 日新聞デジタル 2024年 3月 9日 、甲A53・ 経済同友

会 「選択的夫婦別姓制度の早期実現 に向けた要望」)。

そ して、同年 6月 10日 、経団連は、選択的夫婦別氏制度の導入 を求

める提言を公表 した (甲 A54・ 経団連「選択肢のある社会の実現 を目
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指 して」)。 同提 言 の 中で は、婿 姻改姓 して もそ れ まで職 場で認 知 され て

きた 旧姓 を使 い続 けた い と考 え る女 性 らが 、旧姓 を ビジネスネー ム と し

て使 う「通称使 用 」は海 外 で は理解 され に くいな どと して、通称 使 用 に

伴 う トラブル・弊 害 につ いて 「女 性活 躍 の着 実 な進展 に伴 い、企 業 に と

って も、ビジネ ス 上 の リス ク とな り得 る事 象 で あ り、企 業経営 の視 点か

らも無 視で きな い重大 な課 題 で ある」との指 摘 もな され て い る (以 上 に

つ き、 甲A55・ 毎 日新 聞 2024年 6月 10日 )。

さ らに、同年 7月 3日 、日本 取締 役協 会 は、上記経 団連 の提 言 に賛 同

し、選 択 的夫婦別 姓 制度 の早期 実現 を求 め る声 明 を発表 した (甲 A49・

日本取締 役会 「異 な る選 択 を許 容 し尊 重す る社 会 の実現 に向 けて」)。

この よ うに、経 済 界 か らも、選 択 的夫婦 別氏 制度 の導 入 を求 め る声が

次 々 と上が って い る。

(4)小 括

女性 の役員や管 理職 は増 加 してお り、社会 的 に も増加 を促進 す る動

きが高 ま り、女性 の社 会 活躍 の場 は ます ます広 が って い る。対外 的な

活 動 を行 う上で、そ の社 会 的な認知・ 信 用 を維 持 させ る ことは懃 めて

重要 で あ り、女 性 が氏 を継統 して就 業 をす る必 要 性 は、よ り高 ま って

い る。

なお 、近年 の女 性 役員 の増加 を受 け、 2015(平 成 27)年 には

商 業登 記規則 第 81条 の 2が 新 設 され 、商業 登 記 簿 にお ける取締 役及

び監 査 役 の氏 名 につ き、婿 姻 前 の氏 名 の併 記 が認 め られ るよ うにな っ

て いる。
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4 婚 氏 続称 制度 の創 設 と届 出数 の増 加

婚 姻数 は 1972(昭 和 47)年 の約 110万 組 を ピー ク に減 少 を

続 け、2023(令 和 5)年 には、戦後 初 めて 50万 組 を下 回 つた (4

74,717組 )(甲 A56・ 厚 労省 「人 口動 態総覧 の年次推 移 」)。 一

方 、離婚 数 も 2002(平 成 14)年 の約 29万 組 を ピー ク に下 が り

始 め、 2023(令 和 5)年 で は約 18万 組 (183,808組 )と な

った (甲 A56・ 厚 労 省 「人 口動態 総 覧 の年 次推移」)。 しか し、婚 姻

件 数 に対す る離婚 件 数 の割 合 は高止 ま りしてお り、婚 姻 3組 に 1組 以

上 の割 合で離婚 す る状 況 が続 いて い る。人 口千 人 に対 す る離婚 割 合 で

あ る離婚 率 は、すで に欧州 並 み あるい はそ れ を超 えて い る (甲 A57・

総 務 省統 計局 「世 界 の統 計 2024」 )。

また、離婚 の うち未 成年子 のい る膏陣婚 の件 数 は全体 の半数 以 上 を 占

め、毎年 16～ 20万 人近 くもの未成 年子 が親 の離婚 を経験 して い る

(甲 A58・ 厚 労省 「人 口動態統 計」)。

離婚 件数が 増 加 す る 中、戦後 の氏 の制度 の見 直 しの 1つ と して 、 1

976(昭 和 51)年 、婚 氏 続称 制 度 (戸 籍 法 75条 の 2及 び 77条

の 2に よ る届 出)が創 設 され た。婚 姻 の 出 口で あ る離婚 につ いて は氏

の変 動 の有 無 が 先 に選 択 制 とな り、制度 導 入後 、婚 氏 続称 を届 け出 る

者 の割 合 は増 加 し続 け、同年 は離婚 数 に対 して 17%で あ ったが 、 2

022(令 和 4)年 には 45%と 5割 近 くまで にな った (甲 A59・

法 務 省 「戸籍 統 計」 等 か ら算 出 )。
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婚氏続称の割合

中尋―離41届 数のうち婚氏続仙〔屈数割合
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(法 務省大 臣官 房 司法 法 制部 「法 務年鑑 」、法 務省 「戸 籍統 計」よ り作 成 )

上記 各統 計 は、離婚 によ って未 成 年子 が父母 の一方 と氏 を異 にす る

数 は多数 に及 ぶ こと、平 成 27年 大 法 延判 決 は氏 の 同一性 が 嫡 出親子

で あ る ことを示 す 機 能 を重視 した が 、氏 が 同一 とはいえな い嫡 出親子

が多数存 在 す る こと、この ほか に も連 れ子 が いて 再婚 す る家族 な どを

併 せ る と、「氏 の 同一性 が家族 を示 す とは いえな い家族 」がす で に少 数

とは言 えな い数 で存在 す る こと、離婚 後 も氏 の継続 を望 む者 が半数 近

く存在 す る こ と、す なわ ち、身分 変 動 が あ って も氏 を続称 す る こ とが

で き る選 択 肢 が あ るな らば続 称 を選 ぶ 者 が 半数 近 く存 在 す る こ と を

示 して い る。

そ して これ らの事 情 は、様 々な家 族 形態 が存在 す る中で 、婚 姻 の際

に も氏 を続 称 で き る制度 が存在 す るな らば、身分 変動 によ り氏 が変更

され る ことによ る不都 合 を避 けるた め、相 当数 の者 がそ れ を選 ぶ で あ
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ろ う ことを強 く推 認 させ る もので あ り、氏 の維 持 の必 要 性 の高 ま りを

示す事 情 の変 化 の一 つで ある。

5 イ ンター ネ ッ ト上 の 自己表 現 や 交 流

現在 、社 会 の グ ローバル化 や IT化 は ます ます進行 し続 けてお り、

イ ンター ネ ッ トで氏 名 が検 索 され た り、ネ ッ ト上で契約 を した り、SNS

で 人 と人が交 流  した りす る ことは 日常茶飯事 とな って い る。

この よ うに、イ ンターネ ッ ト上 で検 索 や交 流 がで き るよ うにな った

ことは、す なわ ち、画 面 に表 示 され る 「氏」名 によ る個 人識 別 の有 用

性や 重要 性 が増 して きた ことを意 味す る。

そ のた め、例 え ば、婚 姻 によ って氏 を変更 して 、イ ンター ネ ッ ト上

で変更 後 の氏 だ け を表 記 すれ ば、そ れ を知 らな い婚 姻 前 の知 人か らは

判別・検 索 で きな い し、 自身 か ら知 人 にア クセ ス して も見 知 らぬ他 人

と思 わ れ る とア クセ ス を拒否 され て しま う こと もあ り得 る。 このよ う

に、婚 姻 によ り氏 を変 えた者 は、婚 姻 の前後で ネ ッ トワー ク・ コ ミュ

ニ ケ ー シ ョ ンが 断 ち 切 られ る とい うデ メ リッ トを被 る可 能 性 が あ る

ので あ る。

以 上 の よ うに、イ ンターネ ッ トにお いて も、婚 姻 前 の氏 を維 持す る

必 要 性 は益 々高 ま って い る。

6 氏 を維持す る必要性が高まっていること

以上のとお り、女性の就業率が増加 し、婚姻や出産、育児 といった

イベン トの後 も就業を継統する者が増え、婚姻にかかわ らず、氏 を継

統する必要性が高まっている。女性の社会進出が進み、その社会的認
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知や 信 用 を維 持す る とい う意 味で も、氏 を維持 す る必 要 性 は ます ます

高 ま って い る。

また 、男 女 を問わず 、晩婿 化 は、婿 姻前 の氏 で積 み上 げて きた長 い

キ ャ リア を維 持す る必要 性 を強 め る し、再婚割 合 の増 加 は、複 数 回の

婚 姻 の度 に氏 を変 更 しな けれ ばな らな い とす る と、キ ャ リアの断絶 を

免れ な い こ とを意 味す る。

イ ンター ネ ッ ト上 の 自己表 現 や 交 流 の機 会 が増 え、画 面 に表示 され

る 「氏 」 名 によ る個 人識別 の重要 性 は ます ます 高 まって い る。

離婚 率 が増加 して い る一方 で 、婚 氏 続称 の割 合 も増 加 して い る実 情

は、婚 姻 後 に継続 使 用 した氏 す ら維 持 す る必要性 が あ る ことを示 して

お り、 も しも夕昏姻 の際 に も氏 を統称 で き る制度 が あるので あれ ば、そ

れ を選 ぶ者 が相 当数 い るで あ ろ う ことを強 く推認 させ る。

一方 で 、戦後 、未婚 率 は著 し く増加 して い る。生涯 未婚 率 の 目安 と

な る 50歳 時 点 の未婚 率 を見 る と、1950(昭 和 25)年 は男性 1.

45%、 女 性 1.35%に す ぎなか ったが 、 2020(令 和 2)年 に

は男 性 28.25%、 女 性 17.81%ま で上が り、全体 の 2～ 3割

が未婚 で あ る とい う現状 が あ る (甲 A60・ 総務 省 統 計 局 「国勢調査

報告 」よ り、国立社 会保 障 。人 口問題研 究所 が算 出 した資 料 )。 そ のよ

うな 中、婿 姻 につ いて 「どち らで もいい」 又 は 「結婚 意 思 が な い」 と

答 えた 20～ 39歳 の独 身男女 の うち、女性 の 25,6%及 び男性 の

11.1%が 、積極 的 に結婚 した い と思わ な い理 由 と して「名字・姓 が

変 わ るのが 嫌・面倒 だか ら」と回答 して い る (甲 A8。 39頁 )。 氏 の

変更 の負担 が 、婚 姻 を しな い理 由の一 つ にな って い るので あ る。

この よ うに、女 性 の社会 進 出や 氏 の重要 性 の増大 と と もに未婿 率が

上 昇 して い る事 情 は、氏 の維 持 の必 要性 が 高 まって い る反面 、氏 の変
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第 3

1

更の負担が婚姻を妨げる一因となっていることを示すにはかならず、

婿姻の妨げになっている夫婦同氏制度の合理性は、既に失われている

と言わざるを得ない。

夫婦 別 氏 を求 め る国民 の意識 の高 ま り

内 閣府 の世 論調 査

以上 の社会 的状況 の変 化 に伴 い、国 民の意識 も大 き く変化 した。

選択 的夫婦別 氏 制度導 入 に関す る内 閣府 (2001(平 成 13)年

1月 以 前 は総 理府 )に よ る世論 調 査 は、 1976(昭 和 51)年 よ り

実 施 され て い る。

政府 の世論 調 査 は、 1996(平 成 8)年 よ り、「国会 議員 か ら通称

使 用 で は ど うか 、 とい う意見 が 出た」 とい う理 由で 、突如 、設 問の回

答 に、「あ らゆ る場面で の通称 法 制化 」 とい う選 択 肢 を加 え、「民法 改

正 反対 」「通 称法 制化賛 成 」「民法改正 賛成」 とい う 3つ の選 択肢 を設

けた (甲 A61。 日本経 済 新 聞 1996年 12月 24日 )。 この「通称」

を混在 させ る調査方 法 に対 して は、通 称使 用 を落 と し所 にす るため に

追 加 した な ど と批 判 され たが (甲 A61)、 そ の後 も、「通称 法 制化 」

とい う選 択 肢 は残 されて きた。

しか しなが ら、選 択 的夫婦別 氏 制度 を導入 した上 で 、(同 氏 を選 択 し

た 人 の た め に)通称 法制化 を進 め る とい う選 択肢 もあ り得 るので あ る

か ら、本 来 、「通称 」 を回答 に入 れ るな らば、「民法 改正 反対・ 通称 法

制化 不 要 (下 記表 の選択 肢 1)」 「民法 改正反対・ 通 称 法 制化 賛成 (下

記 表 の選 択肢 2)」 「民法改 正 賛 成 。通 称 法制化 不 要 (下 記表 の選 択肢

3)」 だ けで はな く、「民法改 正 賛 成 。通称 法 制化 賛 成 (夫婦 同氏・ 別
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氏 か ら選べ る制度 が よ い、通称 使 用 も認 め る )」 とい う 4つ の選 択肢 を

設 け るべ きで あ り、 回答 の選 択肢 と して偏 って い る。

(上 記 表 は令和 3年 12月 家族 の法 制 に関す る世論調査 の資料 1か ら抜粋 )

しか も、世論調 査 で設 けた 「あ らゆ る場 面 で通称 使用 を可能 とす る

法 制化 」 とは、お よそ 実 施 不可 能 な選 択肢 で あ る ことが、すで に この

約 10年 間 の政府 の通 称 拡 大 策 が行 きづ ま って い る現 状 によ り証 明

され て いる。

そ う した批 判 のあ る調 査 で あ って も、選 択 的夫 婦 別氏 制度 の導 入 に

つ いて 、調査 対象者 全 て (20歳 以 上 の帰 女 )の 回答 で は、 1976

(昭 和 51)年 の調 査 で は賛成 20.3%・ 反対 62,1%(甲 A6

2・ 婦 人 に関す る世論 調 査 )、 1990(平 成 2)年 の調査 で は賛 成 2

9.8%・ 反 対 52.1%(甲 A64・ 女 性 に関す る世論調 査 )と 反

対 が 多 か った もの の、 2001(平 成 13)年 に賛 成 の割 合 が反 対 の

割 合 を上 回 り (甲 A67・ 選 択 的夫 婦別 氏 制 度 に関す る世 論調査 )、 2

017(平 成 29)年 には、賛成 は 42.5%と な った (甲 A70・

家 族 の法 制 に関す る世論 調 査 )。

現在の割度である去握皿姓ヨ底
存挫持

旧姓の通称使用に
ついての法制度を
設ける必要はない

選択肢 1

度である夫婦同姓制度を
維持した方がよい
現在の制

選択肢3
選択的夫婦別姓制度を導入した方がよ

い

旧姓の通称使用に
ついての法制度を

維持した上で、1日 姓の通称使用につ
いての法制度を設けた方がよい

現在の制

問 12の選択肢について
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選択的夫婦別氏制度の導入 についての回答 (全年代男女 )

調 査年
賛成

(%)

通 称 と して 婚 姻 前

の 姓 を 使 え る よ う

に法律 を改 める (%)

反対

(%)
備 考

1976 (日召 51)

(甲 A62) 20 3
回答 に選択肢 な し

62.1

1990 (平  2)

(甲 A64) 29.8
同 上

52 1

1996(平 8)

(甲 A66) 32 5 22.5 39.8

2001 (正
「

 13)

(甲 A67) 42,1 23.0 29.9
賛 成 が 反 対

を上 回 る

2006 (亙
「  18)

(甲 A68) 36 6 25 1 35.0

2012 (昼子 24)

(甲 A69) 3 5 5 2 4 0 36 4

2017 (5子  29)

(甲 A70) 42.5 24.4 29,3

さ らに、婚 姻 によ る氏 の変 更 が 自 らの問題 とい うべ き女 性 の 20～

30代 でみ る と、下記 表 の とお り、 1987(昭 和 62)年 の調 査 で

はЪ賛 成が 12～ 15%程 度 、反対 が 57～ 58%程 度 で あ ったが (甲

A63・ 女 性 に関す る世 論 調査 )、 1994(平 成 6)年 の調 査 で賛 成

が 反対 を上 回 り (甲 A65・ 基 本 的法 制度 に関す る世論調査 )、 そ の後

はいずれの時点においても、賛成の割合は反対の割合を大きく上回つ

ている。
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選択的夫婦別氏制の導入についての 20代及び 30代 の女性の回答

なお 、 内閣府 は、 2021(令 和 3)年 に も選 択 的夫婦別氏 制度 に

関す る世論調査 を行 って い るが、質 問事項や 回答 の選 択肢 が従 前 の調

査 とは異な ってお り、正確 に比較 す る ことが で きな いた め、経年 変化

の比較対象 とすることは適切でない (甲 A72・ 朝 日新聞デジタル 2

022年 4月 8日 )。 野田聖子男女共同参画担当相 も、政府内で検討さ

れた ことのない通称使用 の法制度が設間にな っていることを疑問視

するほか、回答者の半分近 くを 60代以上が 占めた ことが 「現実 とか

け離れている」 と批判 している (甲 A73・ 東京新聞 2022年 3月

29日 )。
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もっ とも、 同年 の世論 調 査 にお いて も、 18～ 29歳 の女性 につ い

て み る と、「現在 の制度 で あ る夫婦 同姓制度 を維 持 した方 が よ い」と回

答 した人の割合はわずか 10.4%で あり、大多数が現在の夫婦同氏

制度の合理性に疑問を持 っていることが分かる (甲 A71の 1・ 家族

の法制に関する世論調査 )。 また、全体の 52.1%の 者が「婚姻改姓

による何 らかの不便・不利益があると思う」と答え、そのうちの 59.

3%の 者が 「通称 を使 うことができてもそれだけでは対処 しきれない

不便・不利益があると思 う」 と答えていること (甲 A71の 2、 71

の 3・ 家族の法制に関す る世論調査 )、 全体の 61.6%の 者が、夫婦

親子の氏が違 うことは 「家族の一体感・きずなには影響がない」 と答

えていること (甲 A99・ 家族の法制に関す る世論調査)に も注 目す

べきである。

2 民間の世論調査

(1)全体 の賛成割合が高いこと

一方、民間の調査では、いずれ も一貫 して「通称容認」の選択肢 を

設 けて いないため、選択的夫婦別氏制度の賛成者 の割合 を正確 に把

握する ことができるところ、その賛成割合は紅めて高い。

以下は、平成 27年大法廷判決後に実施された世論調査の一覧表である

(世論調査の結果は本訴訟係属中、随時追加していく予定である。)。

選択的夫婦別氏制度に賛成する者の割合 (民間調査)

調査

No
書 証 調査 主体 回答者 賛 成割 合

調査実施

時期

1
甲 A
74 サンケイリヒ

ド
ンク

゛
新 聞社 全年齢男女 80% 2019。 3-4

2
甲 A
75 日本経済新 聞社

働 く 20代 ～

50代 女性
74. 1% 1 22019.11
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3
甲A
76 朝 日新 聞社

全有権 者男女 69%

2020, 1女 性 71%

50代 以下の女

性
8割 以上

全年齢男女 約 8割
西 日本新 聞社

女 性 87.5%
2020.34

甲 A
77

全年齢男女 82.9%甲A
78 TOKYO  FM

女 性 93.2%
2020. 105

20歳 か ら 59

歳 までの男女
70.6%

20代 女性 88.4%

2020. 106
甲A
79

早稲 田大学法学部

棚村 政行研 究室 /
選択 的夫婦別姓・

全 国陳情 ア ク シ ョ

ン

30代 女性 82.2%

20～ 59歳 の働

く男女
64.0%

女 性 70。 2%

2022.77
甲 A
80

日本労働組 合総連

合会 「夫婦別 姓 と

職場 の制度 に関す

る調査 2022」

2023.2-38
甲 A
81

厚 生労働 省 国立

社会保 障 。人 口問

題研 究所等 「家族

と '日
い二と多様性 にか

んす る全 国 ア ンケ

ー ト 」

全国の 18～ 69

歳 の住 民
83.9%

18歳 以上の男

女
77.0%

若年層 87.0%

女性若年層 91,0%

2023.3-49
甲 A
82 共 同通信社

74.9% 2024.210
甲 A
83 TBS  NEWS23

全年齢男女

(ア プ リでの

募集 )

2024.3
甲 A
84 SHE株 式会社 20歳 以上女 性 75,3%11

全国の 18歳

以上 の男女
62%

いずれの

年代 も

70%台

2024.4
甲 A
85 NHK

60代 以下 の年

代
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全有権者男女 73%

女 性 79%14
甲 A
87 朝 日新 聞社

30代 87%

2024.7

全有権者男女 69%

18～ 39才 8害J

2024.715
甲A
88

日本経済新 聞社・

テ レビ東京

66.6%全有権者男女

20代 以下女性 98.3%

79.4%30代 女性

91.7%

2024.716
甲 A
89 FNN

40代 女性

13 76% 2024.3-4

(2)女 性や若年 世代 の賛 成割 合 が特 に高 い こと

上記 の調査 につ いて 、性 別 や 年 代 ごとに集 計 す る と、婚 姻 に際 して

氏 の 変 更 を求 め られ る こ との多 い女 性 や 、 比 較 的 若 年 の世 代 にお い

て 、 賛 成割 合 が 高 くな る傾 向が あ る ことが わ か る。

例 え ば、朝 日新 聞社 の世 論 調 査 (調 査 No 3、 甲 A76)で は、全体

の 69%が 賛 成 で あ ったが 、男女 別 で は女 性 は 71%が 賛 成 、年 代 別

で は 50代 以 下 の女 性 の 8割 以 上 が 賛 成 と答 え た。

西 日本 新 聞社 の調 査 (調 査 No 4、 甲A77)で は 、全体 の約 8割

が賛 成 で あ ったが 、女 性 の賛 成割 合 は 87.5%で あ った。

TOKYO FMの 調 査 (調 査 No 5、 甲 A78)で は、全体 の 82.

9%が 賛成 で あ ったが 、女 性 の賛 成割 合 は 93.2%で あ った。 この

結果 は、「社 会 人意識調 査」と題 す る調 査 で あ り、イ ンターネ ッ ト上で

行 わ れ た調査 で あ る ことに照 らせ ば、比較 的若 年 層 の回答者 が多か っ

た もの と推測 で き る。

早 稲 田大 学 法 学 部 棚 村 政行 研 究 室 /選 択 的 夫 婦 別 姓・ 全 国 陳 情 ア

ク シ ョンの調 査 (調 査 No 6、 甲A79)で は 、全体 の 70,6%が
23

甲A
86 共 同通信社

全 国の 18歳
以 上の男女



賛 成 で あ ったが 、 20代 ・ 30代 の女性 は、そ れぞ れ 賛成が 80%を

超 えて い る。

日本労働組合総連合会「夫婦別姓 と職場の制度に関する調査 2022」 (調

査 No 7、 甲A80)で は、「同姓でも別姓で も構わない」 との回答割合は、

全体は 64%で あったが、女性に絞ると 70.2%で ある。

共 同通 信 の 2023(令 和 5)年 の調 査 (調 査 No 9、 甲A82)で

は 、「選 択 的夫婦別 姓 に対 す る賛 否で は、若年 層 の 87%が 賛 成。中で

も女 性 若 年 層 の賛成 は 91%で 、結婚 で姓 を変更 す るケースが多 い 当

事 者 ほ ど制度導 入 を求 め る傾 向が顕著 に表 れ た。男 女 合わせ た 中年 層

で の賛 成 は 78%、 高 年 層 は 70%だ った。」 との結 果 が 出て いる。

2024(令 和 6)年 4月 に行われたNHKの 調査 (調査 No1 2、 甲A8

5)で は、選択的夫婦別氏制度に賛成の割合は、全体で 62%で あったが、

60代以下の年代はいずれ も 「賛成」が 70%台 であった。

同年 7月 に行われた朝 日新聞の調査 (調査 No1 4、 甲A87)で は、選択

的夫婦別氏制度に 「賛成」の割合は、女性では 79%と 、男性の 66%よ り

多かったほか、年代別に見 ると、「賛成」は 30代で 日立って多 く、87%に

達 していた。

同 じ く、同年 7月 に行 わ れ た 日本経済 新 聞社 の世論 調 査 (調 査 No l

5、 甲A88)で は、 18～ 39歳 は賛 成が 8割 に達 した。

や は り同年 7月 に行 わ れ た FNNの 世論 調査 (調 査 No1 6、 甲A89)

で は、女 性 60代 以下 の賛 成割 合 は、 7割 か ら 9割 に達 してお り、 中

で も、20代 以 下 が 93.3%、 30代 が 79,4%、 40代 が 91.

7%と な って いた。

すなわち、婚姻による氏の変更 を迫 られる当事者である 20～ 30代女性

に焦点をあてれば、約 8～ 9割が、選択的夫婦別氏制度を望んでいる。
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(3)女 性 経 営者 に対 す るア ンケー ト結果

2021(令 和 3)年 の女性企業経営者向けアンケー トでは、「あな た

が結婚 したとき (す るとき )、 選択的夫婦別姓制度があれば、あなたは夫婦別

姓 を選びますか ?」 という問いに対 して、 64.4%が 「選ぶ」 と回答 し、

「その他」と回答 した者 の大半が「相手によって決める」「相談 して決める」

な どとなっているため、これ らも加え、少な くとも約 80%の 人が 「選択肢

を持てる」ことへの意義を感 じているとの結果 となった (甲 A90。 一般社

団法人 日本跡取 り娘共育協会 「夫婦同姓問題に関す る女性企業経営者向けア

ンケー ト結果報告」)。

また、経団連が、 2024(令 和 6)年 に女性エグゼクティブ 。ネッ トワ

ークアュk録女性役員に対 して実施 したアンケー ト調査 によれば、選択的夫婦別

氏制度の導入に賛成する割合は、 82%と の結果 となった (甲 A91・ 経団

連「『女性エグゼクティブ』の姓 (氏 )の取扱いに関する緊急アンケー ト結果」

9頁 )

(4)自 民党 支持 層 の賛 成割 合 の増 加

主 な 政 党 の 中で は 自民党 の み が 選 択 的夫婦 別 氏 制 度 に反 対 して い

る と ころ、そ の 自民党 の支 持 層 で の 同制 度へ の賛 成 割 合 も 5割 超 ～ 7

割 と高 くな って お り (甲 A82・ 中 日新 聞 2023年 5月 2日 、甲A

92・ 朝 日新聞 2023年 5月 7日 、甲A87・ 朝 日デジタル 202

4年 7月 22日 、甲A88。 日経新聞デジタル 2024年 7月 29日 )、

賛成者は支持政党を越えて増え続けている。
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3 家族の一体感 とは関係ないとの世論調査結果

内閣府の世論調査では、「夫婦・親子 の姓が違 うことによる、夫婦を

中心 とする家族の一体感 。きずなへの影響の有無」についても質問 し

続けている。 1996(平 成 8)年 か ら2021(令 和 3)年 までの

推移が、以下の表である。「一体感・きずなには影響がないと思 う」と

答えた人の割合は次第に上昇 し、2017(平 成 29)年 は 64.3%、

2021(令 和 3)年 は 61.6%と 高い割合 を維持 している。

経団連の魚谷雅彦ダイバーシティ推進委員長 (資 生堂会長)も 、経

団連が選択的夫婦別氏制度の導入 を求めた提言 に関 し、「家族の一体

感が失われる」といった懸念には「(別 姓が導入 されている海外で)家

族の絆が弱 くなったとは聞いていない」と発言 したところである (甲

A93・ 朝 日新聞デジタル 2024年 6月 20日 )。

夫婦親子の姓が違 うことの家族の一体感への影響

0/o

70

60

50

40

30

20

ゴ が が  ど
ヾ  ざ

が ゴ
ず  械 ヾ 就

一
影響はないと思 う 

―
弱まると思 う
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調査年 証 拠 ないと思 う 弱 まる と思 う

1996(平 8)年 甲 A94 48.7% 46.5%

2001(平 13)年 甲 A95 52.0% 41.6%

2006(平 18)年 甲 △ 96 56.0% 39.8%

2012(平 24)年 甲 A97 59.8% 86.1%

2017(平 29)年 甲 A98 64.3% 31.5%

2021(令 3)年 甲 A99 6 1 6 % 37.8%

4 地方 議 会 によ る選択 的夫 婦 別 氏 制度 導入 を求 め る決議 の増加

地 方 議 会 にお いて は、 国 に対 して 選 択 的夫 婦 別 氏 制 度 の導 入 を求

め る意 見 書 が採 択 され続 けて い る。 2024(令 和 6)年 8月 末時 点

にお いて 、かか る意 見 書 が 採 択 され た議会 の合 計 数 は 333議 会 に及

ん で い る (甲 A100・ 地 方 議 会 意 見 書 一覧 、甲 A101の 1～ 10

1の 5。 地方 議 会 意 見 書 サ ンプル )。

ここで 、選 択 的夫婦別 氏 制度 の導 入 を求 め る意 見 書 が 採 択 され た都

道 府県・ 市 区町村 の人 口 (住 民基 本 台帳 、 2024年 1月 現在 )を 合

計す る と、 8281万 9698人 とな る。 これ は 、同月時 点 の 日本 の

総 人 口 1億 2488万 5175人 の、実 に 66.32%と な る。 この

数 値 は、各種 ア ンケー トにお いて 、選 択 的夫婦別 氏 制度 に賛成 との回

答 が 6割以 上 とな って い る状況 と も整合 してお り、 6割 以 上 の 日本 国

民が 、選 択 的夫婦 別氏 制度 導 入 を求 めて い る現状 が裏付 け られ て い る。
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5 各種 団体 の選 択 的夫婦 別 氏 制度 導入 を求 め る要請

近 年 、経済 団体 か らの選 択 的夫婦別氏 制度導 入要 請 が強 まって いる

のは前述 の とお りで あ るが 、この ほか、学術 団体 、職 能 団体 (士 業 系、

労働 組 合 系 )な どの各種 団体 か らは、下記表 の とお り、従 前 よ り、選

択 的 夫 婦 別 氏 制 度 を導 入 す る よ う求 め る要 望 書 な どが 政府 に対 して

提 出 され 続 けて きた。

例 え ば、日本 弁護士連 合 会 は、 1993(平 成 5)年 10月 に、「選

択 的夫 婦 別 氏 制導 入及 び 離 婚 給 付 制度見 直 しに関す る決議 」 を出 し、

選 択 的夫 婦別氏 制度導 入 を求 めてお り、現在 に至 るまで少 な くとも計

8通 の意 見 書 を公表 して い る。全 国女性税 理士 連 盟 は、 2008(平

成 20)年 10月 に 「民法 改 正 の要望書」 を出 し、そ の後 も選 択 的夫

婦別 氏 制度 を求 め る要望 書 を出 し続 けてお り、現在 に至 るまで少 な く

と も計 14通 の要 望書 を公 表 して い る。下記 表 は ほん の一例 で あ り、

日本 弁 護 士 連 合会 や全 国女 性税 理士 連盟 のよ うに、同 じ団体 か ら複 数

の要 望 書 が提 出 されて い るケー ス もある。

こう した要請 書 は、個 人 の尊 厳 、両性 の平等 、多様 な家族 形態 を認

め る社 会 の実現 を求 め る もので あ り、国連 の女 性 差別 撤 廃委員 会 か ら

の改 善勧 告 に触 れ るものや 、夫婦 同氏 強制 は働 く女 性 の弊害 とな って

い る こ と、通称 使 用 で は根 本 的な解 決 にはな らな い ことな どを明確 に

指 摘 して い る。

例 え ば、経済 同友会 の提 言 (甲 A53)で は、「夫 婦 同姓 によ る経済

社 会 へ の影 響 と して は、女 性 の職 業活動上 の不利 益 、行 政や 金融機 関

の変 更 手続 き に伴 う負担 が挙 げ られ ます。 こう した 中で 、 旧姓 の通称

使 用 の拡 大 が進 め られて き ま したが 、旧姓併 記 に対 応 した 仕組 み・ シ

ス テ ム ヘ の変更 に もコス トを要 して います。 また 、 旧姓 の通称使 用 は

28



国 際 的 には安 全保 障上 の リス ク要 因 にな り得 る こ とか ら、グ ローバル

化 に対 応 した 政策 とは言 え ませ ん。個 人 の尊 重 と両 性 の実 質 的平等 、

多 様 な 家族 形態 を認 め る社 会 を実 現す るため には、選 択 的夫婦別 姓制

度 を早期 に導 入 す る ことが必 要 で す。」 とま とめて い る。

また 、 2024(令 和 6)年 2月 、経 団連 の十倉 会 長 は、経 団連 の

提 言 提 出 に先 だ ち、政府 に対 し、女 性活躍 や 多様 な働 き方 を推進 す る

方 策 の 「一丁 目一番 地」 と して 制 度 の導 入 を検 討 して ほ しい、 と会見

で 強調 した (甲 A52)。

いず れ も、経済活 動や 社 会活 動 の 中で、夫婦 同氏 制 度 の限界 と不合

理 さ に直 面 し、選 択 的夫婦 別氏 制 度が必要 不 可欠 で あ る ことを実感 し

た立 場 か らの要請 で あ り、特 に近 時 、政府 へ の要 請 が増 加 して い る点

は、重 要 な事 情変更 と して評価 す べ きで あ る。

年 月 日 団体名 要 請 書 証

① 1993/10/29
日本弁護士連 合
△
A

選択 的夫婦別氏 制導入及 び

離婚給付制度見 直 しに関す

る決議

甲A102

② 1995/1/20
日本女性法律 家

協会

婿姻 制度等 に関す る民法改

正 要綱試案 に対す る意見 書
甲 A103

③ 2008/10
全 国女性税 理士

連盟
民法改正 の要望書 甲 A104

④ 2009/10/3
全 国司法書士女

性会

選択 的夫婦別姓 早期実現 推

進
甲A105

⑤ 2010/4/16 日本女性学会 民法改正 に関す る要望 書 甲A106

⑥ 2013/12/5
全 国労働組合総

連合

民法 の婚外子相続差別 撤廃

につ いて の改正案成立 に関

して の談話

甲 A107

⑦ 2014/6/23 日本学術会議
男女共 同参画社会 の形成 に

向 けた民法改正
甲 A108

③ 2016/3/18
日本女性法律 家

協会

選択 的夫婦別姓 と再婚 禁止

期 間廃上 を内容 とす る 民

法 の早期改正 を求 め る会長

声 明

甲 A109
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⑨ 2021/3/10
日本組織 内弁 護

士協会

夫婦別姓制度 の導入 に関す

る理事長声明
甲Al10

⑩ 2021/7/9
全 国保 険医団体

連合会女性部

夫婦 同姓強制 を合憲 と した

最 高裁決定 に抗議 し、選択

的夫婦別姓制度 の速や かな

導入 を求 めます

甲Alll

① 2024/3/8

選択 的夫婦別 姓

の早期実現 を求

め る ビジネス リ

ー ダー有志 の会

一般社 団法人 あ

す イこイま

民法改正 に関す る要望 書
一誰 もが働 きやす い国へ 向

け、選択 的夫婦別姓 制度 の

法 制化 を求め る一

甲Al12

⑫ 2024ノ/3ノ/8 公益社 団法人

経済 同友会

選択 的夫婦別姓制度 の早期

実現 に向 けた要望
甲A53

〇 2024/3/8
一般社 団法人新

経済連盟

選択 的夫婦別姓 制度 の早期

実現 に向けた要望
甲 Al13

⑭ 2024/6/14
日本弁護士連合
△
A

誰 もが改姓す るか どうか を

自 ら決定 して婚 姻で き るよ

う、選択 的夫婦別姓 制度 の

導入 を求 める決議

甲 Al14

〇 2024/6/18

一般社 団法人 日

本経済 団体連合

会

選択肢 のある社会 の実現 を

目指 して～女性活躍 に対す

る制度 の壁 を乗 り越 え る～

甲 A54

④ 2024/7/3 日本取締 役協会
異な る選択 を許容 し尊 重す

る社会 の実現 に向けて
甲A49

なお 、単位 弁 護士 会 にお いて は、 1989(平 成元 )年 の東京 弁護

士 会 意 見 書 を皮 切 りに、各都 道 府 県 で意見 書 が公表 され て い るが 、数

が多 す ぎ るた め、上記 一覧表 には記 載 して いな い。

6 男女共同参画 と女性活躍推進の動き

以上のような社会的状況や国民の意識の変化を受 け、政府において

も、夫婦の氏に関する法制度の見直 しについて、取 り上げざるをえな

くなっている。

内閣府の 「すべての女性が輝 く社会づ くり本部」 と「男女共同参画

推進本部」が作成 した「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024
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(女 性 版骨 太 の方 針 2024)」 で は、女 性活躍 。男 女共 同参画 の推

進 の た め の取組 と して、夫婦 の氏 につ いて 、「婚 姻後 も仕事 を続 ける女

性 が大 半 とな って い る ことな どを背 景 に、婚 姻 前 の氏 を引き続 き使 え

な い こ とが 婚 姻後 の生活 の支 障 にな って い る との声 な ど国 民 の 間 に

様 々 な意見 が ある。そ のよ うな状況 も踏 まえた上 で 、家族 形態 の変化

及 び 生活様 式 の多様 化 、国 民意 識 の動 向等 も考 慮 し、夫婦 の氏 に関す

る具体 的な 制度 の在 り方 に関 し・ ・・ 国民各 層 の意見 や 国会 にお ける

議論 の動 向 を注視 しなが ら、司法 の判 断 も踏 まえ、更 な る検 討 を進 め

る。」 と記 載 されて いる (甲 A48・ 「女性活 躍 。男女 共 同参画 の重 点

方針 2024(女 性 版骨太 の方針 2024)」 34頁 )。

第 4 国連委員会か らの改正勧告 と国際的動向

1 女性差別撤廃委員会及び 自由権規約委員会か らの勧告

1979(昭 和 54)年 の自由権規約の批准、1985(昭 和 60)

年の女性差別撤廃条約の批准 を経て、日本政府は各条約 を実現する義

務を負 うに至 った。これ らの条約の委員会の一般勧告や一般的意見は、

「自己の氏 を選択す る権利ない し婚姻前の氏の使用 を保持す る権利

がある」 と指摘 し続けている。それにもかかわ らず一向に法改正をし

ない 日本 に対 し、女性差別撤廃委員会はこれまで三度 (2003年 、

2009年 、 2016年 )に もわた り改正勧告 を行い、さらに、自由

権規約委員会 も改正勧告 (2022年 )を 突き付けてきている。

女性差別撤廃委員会及び 自由権規約委員会か らの度重な る勧告 の

内容 については、訴状 72～ 74頁、78頁で詳述 したとお りである。
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2 国際的動向

国際的にみると、自由権規約や欧州人権条約等によ り、氏が個人の

私的生活 に深 くかかわるものであって、個人のアイデンティティの重

要な要素であ り、社会の中で他人との関係 を構築・発展させ るという

社会的機能 も有 してお り、プライバ シー権 として保護されることが確

立 している。国際人権条約機関や世界各国では、政府が氏の選択や変

更 を強制す る場合には、たとえ法に基づ くものであったとしても、規

制の 目的や手段の合理性等の観点か ら審査がなされている。

また、上記の女性差別撤廃条約の批准等 を受けて、婚姻後の氏につ

いて も、特 に女性が実質的な選択 をできないという不平等 を是正する

べ く、いずれの配偶者 も自己の意思のみに基づき、同氏・別氏等 を選

択できるよ うに世界各国で法改正が行われてきた。各国の司法の場で

も、プライバシー権や男女平等の観点か ら、既存の制度が憲法や国際

人権条約 に違反す ると判断され、法改正が行われた国 も少な くない。

現在では、夫婦同氏を法的に義務付ける国は日本のみ となった。

以上の国際的動向については、追って別書面にて詳述する。

第 5 結論

以上のよ うに、社会的状況の変化 に伴い、氏 を継統 して使用する必

要性や夫婦別氏 を求める国民の意識はますます高まっている。平成 2

7年 大法廷判決後、選択的夫婦別氏制度は社会的 トピックス として、

選挙戦では問題点の一つとして取 り上げ られ、メディアでも頻繁に取

り上げ られ るようになった。法改正 を求める地方議会の動きも活発 と

な り、国際的にみても法的に別氏の選択肢 を認めない国は他 に存在 し
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な くな り、国連 の委 員会 か らは度 重 な る法 改正 の勧 告 を受 け続 けて い

る。

平成 27年 大 法延 判決後 、民意 を問 う民 間調査 が度 々実 施 され 、令

和 3年 大 法廷 決定後 はそ の数 は さ らに増 えてお り、選 択 的夫婦別氏 制

度 に賛 成 す る者 が 6,7割 を超 え る結 果 が 出揃 って い る。 こ う した民

意 は、社 会 的状況や 国際的動 向 の変化 の 中にあ って も夫婦 同氏 制度 を

合 憲 とす る我 が 国 の司法判 断や 、選 択 的夫婦別氏 制度実 現 へ 向 けた具

体 的 な動 きが見 られ な い立法・政府 に対 す る、大 きな疑 念 の現 れ で あ

る。

2024(令 和 6)年 に入 り、経 団連 ほか複 数 の経 済 団体 か らも、

選 択 的夫 婦 別 氏 制度 を求 め る声 明や提 言 が続 き、国際社 会 か らの遅 れ

が指 摘 され 、「国家 的急 務」とまで 明言 され て いる (甲 A49。 日本取

締 役協 会 声 明 )。

こう した状況 を総 合すれ ば、現在 の夫婦 同氏 制度 (別 氏 とい う例外

を認 め な い こ と)の必 要性及 び合 理性 は、完 全 に失わ れ て い る と言 え

る。学説 で も、憲法 の教科 書 と して最 も高 い評価 を得続 けて い る芦部

信喜 著 。高 橋和 之補訂 『憲法  第 七 版 』(2021年 )が 、「夫婦 同氏

強 制 を憲 法 違 反 だ とす る学説 が多 数 で あ る」 と述 べ る に至 って い る こ

とは、象 徴 的で あ る (甲 A31・ 139頁 )。

以 上
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